
　マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書更新などの手続きについて、下記の日程で休日窓口を開設します。
休日窓口は完全予約制で、平日の８時30分から17時15分まで電話にて予約を受け付けします。

●３月の開設日
　開設日　３月９日（日）　　受付時間　９時～16時　　受付場所　住民環境課窓口
　※予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
 
●持ち物　＜カ ー ド の 申 請＞　個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）、通知カード、
　　　　　　　　　　　　　　　　本人確認書類
　　　　　＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
　　　　　＜電子証明書更新、暗証番号再設定＞　マイナンバーカード

【マイナンバーカードに関する手続きについて】
※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※マイナンバーカードの申請や受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以
内および数字４桁）を決めておいてください。
 
【マイナンバーカードの申請について】
　スマートフォンやパソコンなどを使って、既に送付されている個人番号カード交付申請書のＱＲコードを読み取り、マ
イナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナ
ンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「ＱＲコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろ
う！ https://mynumbercard.soumu.go.jp」をご覧ください。

次回の休日窓口開設日は、４月13日（日）です。
　システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードに関する休日窓口を開設します

年度末休日窓口開設のお知らせ

広域相互発行サービスの終了について

住民環境課　☎32-1104

住民環境課　☎32-1104

住民環境課　☎32-1104

　春は進学や就職、転勤の季節です。それに伴い、住所変更などの手続きにより窓口の混雑が予想されるため、混雑緩和
をはかるとともに、平日の昼間に手続きができない人に向けて、下記のとおり休日窓口を開設し業務の一部を行います。

　これまで養老町と近隣 19市町では、相互に事務を委託し、住民票などの広域相互発行サービスを行ってきましたが、
住民票や戸籍証明書の全国的な広域交付やマイナンバーカードを利用したコンビニ交付など、住民票などを取得するため
の手段が複数確保されていることから、３月 31日（月）をもって相互発行サービスを終了します。

※手続きの内容によっては、再度来庁していただく場合があります。

健康福祉課　☎32-1105
●福祉医療、後期高齢者医療に関する届け出　
子 ど も 課　☎32-5078
●児童手当に関する届け出

３月 30日（日）　８時 30分～ 12時
住民環境課　☎32-1104
●住民異動（転入・転出など）に関する届け出
●住民票の写し、戸籍の謄抄本などの交付
●国民健康保険の加入、喪失の届け出
●印鑑登録

■休日窓口開設日
■取 扱 業 務

皆さまのご意見をお聞かせください（パブリックコメントの実施について）

水道課　☎32-5082

町保健センター　☎32-9025

【案 件 の 名 称】　第４次健康ようろう 21（健康増進計画・食育推進計画）（令和７年度～令和 18年度）
　　　　　　　　　　　第２次養老町いのち支える自殺対策行動計画（令和７年度～令和 12年度）
【募 集 期 間】　３月 17日（月）まで
【意見を提出できる人】　本町に在住・在勤の人など
【提 出 先】　養老町保健センター　〒503-1251　岐阜県養老郡養老町石畑 523 番地
　　　　　　　　　　　FAX：32-4307　メールアドレス：hoken-ct@town.yoro.gifu.jp

【案 件 の 名 称】　下水道等使用料の見直し
【募 集 期 間】　３月 31日（月）まで
【意見を提出できる人】　本町に在住・在勤の人など
【提 出 先】　養老町役場　産業建設部水道課　〒503-1392　岐阜県養老郡養老町高田 798 番地
　　　　　　　　　　　FAX：32-1946　メールアドレス：12suido@town.yoro.gifu.jp

詳細は、町ホームページまたは各担当課の窓口などで閲覧することができます。

【提出方法】　件名を『（案件の名称）に対する意見』とし、住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者名）、電話
番号を必ず明記し、下記のいずれかの方法によりご提出ください。

　　　　　　（１）窓口への持参（２）郵送（３）ＦＡＸ（４）電子メール
※郵送の場合は、募集期間の末日までの消印のものを有効とします。
　意見を提出された人の住所・氏名・名称・代表者名は公表しません。
　口頭・電話による意見は受け付けできません。
　様式は任意ですが、参考様式を町ホームページに掲載しています。
　いただいたご意見とそれに対する町の考え方は、町ホームページで公表します。個々のご意見に対して直接回答しませ
んので、あらかじめご了承ください。

住民環境課　　　☎32-1104
大垣年金事務所　☎78-5166

忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう
　日本国内にお住まいの 20歳から 60歳までのすべての人は、国民年金の加入と年金保険料納付義務があります。また、
年金制度によって老後の所得保障だけではなく、障害年金や遺族年金などが受けられるようになっています。
　しかし、年金加入手続きがされていないと年金受給額の減額や万一の時に障害年金・遺族年金を受け取ることができま
せんので、必ず手続きをしてください。

○加入の手続き
　退職者は第２号被保険者（会社員、公務員）から第１号被保険者（学生、自営業者、無職の人など）になるため、住民
環境課で手続きをしてください。また、配偶者の扶養から外れ、第３号被保険者（第２号被保険者に扶養されている配偶者）
から第１号被保険者になる場合も住民環境課で手続きが必要です。
必要書類
・退職者…厚生年金・健康保険資格喪失証明書または離職票など
・配偶者の扶養から外れた人…厚生年金・健康保険資格喪失証明書

○喪失の手続き
　就職した人は第２号被保険者に、その人に扶養される配偶者は第３号被保険者になりますが、勤務先の事業所が加入手
続きを行いますので年金に関する手続きは必要ありません。ただし、養老町国民健康保険に加入していた場合には住民環
境課で保険の喪失手続きをする必要があります。
必要書類
・社会保険などの資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書など
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